
第一六六回 

衆第四六号 

   住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律案 

 （目的） 

第一条 この法律は、住生活基本法（平成十八年法律第六十一号）の基本理念にのっとり、

低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に

配慮を要する者（以下「住宅確保要配慮者」という。）に対する賃貸住宅の供給の促進

に関し、基本方針の策定その他の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関

する施策の基本となる事項等を定めることにより、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅

の供給の促進を図り、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目

的とする。 

 （定義） 

第二条 この法律において「公的賃貸住宅」とは、次の各号のいずれかに該当する賃貸住

宅をいう。 

 一 公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）第二条第二号に規定する公営住宅そ

の他地方公共団体が整備する賃貸住宅 

 二 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅 

 三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成五年法律第五十二号）第六条に

規定する特定優良賃貸住宅（同法第十三条第一項に規定する認定管理期間が経過した

ものを除く。） 

 四 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第三十四条に

規定する高齢者向け優良賃貸住宅 

 五 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体が住宅確保要配慮者の居住の安定の確保

を図ることを目的としてその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る賃

貸住宅（当該負担を行うに当たり付した条件に基づきその入居者を公募することとさ

れているものに限る。） 

２ この法律において「民間賃貸住宅」とは、公的賃貸住宅以外の賃貸住宅をいう。 

 （国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図る

ため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

 （基本方針） 

第四条 国土交通大臣は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本

的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方向 

 二 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する基本的事項 



 三 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する基本的事項 

 四 その他住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する重要事項 

３ 基本方針は、住生活基本法第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたも

のでなければならない。 

４ 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなけ

ればならない。 

５ 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

６ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 （公的賃貸住宅の供給の促進） 

第五条 国及び地方公共団体は、所得の状況、心身の状況、世帯構成その他の住宅確保要

配慮者の住宅の確保について配慮を必要とする事情を勘案し、既存の公的賃貸住宅の有

効活用を図りつつ、公的賃貸住宅の適切な供給の促進に関し必要な施策を講ずるよう努

めなければならない。 

２ 公的賃貸住宅の管理者は、公的賃貸住宅の入居者の選考に当たり、住宅確保要配慮者

の居住の安定に配慮するよう努めなければならない。 

 （民間賃貸住宅への円滑な入居の促進） 

第六条 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅を円滑に賃借すること

ができるようにするため、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人に対する支援そ

の他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な施策を講ず

るよう努めなければならない。 

２ 民間賃貸住宅を賃貸する事業を行う者は、国及び地方公共団体が講ずる住宅確保要配

慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進のための施策に協力するよう努めなければな

らない。 

 （情報の提供等） 

第七条 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者が賃貸住宅に関しその事情に応じた適

切な情報を効果的かつ効率的に入手することができるようにするため、賃貸住宅に関す

る情報の提供及び相談の実施に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

 （住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策等との連携） 

第八条 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る施策を推進するに当たっては、住宅確保要配慮者の自立の支援に関する施策、住宅確

保要配慮者の福祉に関する施策その他の住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関す

る施策並びに良好な居住環境の形成に関する施策との連携を図るよう努めなければなら

ない。 

 （地域住宅計画への記載） 

第九条 地方公共団体は、基本方針に即して、地域における多様な需要に応じた公的賃貸



住宅等の整備等に関する特別措置法（平成十七年法律第七十九号。以下「地域住宅特別

措置法」という。）第六条第一項に規定する地域住宅計画に、住宅確保要配慮者に係る

公的賃貸住宅の整備及び管理に関する事項その他の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅

の供給の促進に関し必要な事項を記載するよう努めなければならない。 

 （居住支援協議会等） 

第十条 地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅を管理する事業を行う者、住宅確保

要配慮者に対し居住に係る支援を行う団体その他住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への

円滑な入居の促進に資する活動を行う者は、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸

人に対する情報の提供等の支援その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入

居の促進に関し必要な措置について協議するため、居住支援協議会を組織することがで

きる。 

２ 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、居住支援協議会

の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、居住支援協議会の運営に関し必要な事項は、居住支援協

議会が定める。 

第十一条 前条第一項の規定により居住支援協議会が組織された地方公共団体の区域につ

いて地域住宅特別措置法第五条第一項の規定により地域住宅協議会が組織されている場

合には、居住支援協議会及び地域住宅協議会は、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑

な入居を促進するため、相互に連携を図るよう努めなければならない。 

 （地方公共団体への支援） 

第十二条 国は、地方公共団体が講ずる住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進

に関する施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

   附 則 

 この法律は、公布の日から施行する。 



     理 由 

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、住生活基本法の基本理念

にのっとり、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、基本方針の策定そ

の他の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策の基本となる事項等

を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


